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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第19期

第３四半期
累計期間

第20期
第３四半期
累計期間

第19期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

営業収益 (千円) 2,771,759 3,068,292 3,946,730

経常利益 (千円) 571,904 572,469 799,866

四半期(当期)純利益 (千円) 387,231 384,111 541,742

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 680,942 680,942 680,942

発行済株式総数 (株) 17,976,600 17,976,600 17,976,600

純資産額 (千円) 2,787,044 1,733,608 2,941,253

総資産額 (千円) 5,679,264 7,285,905 6,271,533

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 21.54 21.37 30.14

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 3.00

自己資本比率 (％) 49.0 23.7 46.8
 

 

回次
第19期

第３四半期
会計期間

第20期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 7.04 10.06
 

(注)１．消費税等の会計処理については、第20期第１四半期会計期間の期首より収益認識会計基準適用により税抜方

式を採用しているため、第20期第３四半期累計期間の営業収益には消費税等は含まれておりません。第19期

第３四半期累計期間及び第19期については、税込方式を採用しておりますが、非課税につき営業収益には消

費税等が含まれておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等については記

載しておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から

適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当該

会計基準を適用した後の指標等となっております。

６．第19期の１株当たり配当額には、特別配当1.00円が含まれております。

 

EDINET提出書類

あんしん保証株式会社(E31905)

四半期報告書

 2/19



 

２ 【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績等の状況の概要

当第３四半期会計期間における当社の財政状態及び経営成績（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は

次のとおりであります。

　・財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新規感染者数が大きく減少したことで経済活動の正常化に向けた

動きが進み始めました。しかしながら、感染力の強いオミクロン株の出現や中国経済の減速、原油価格の上昇等の

懸念要因もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

賃貸住宅市場におきましては、令和３年12月末時点での新設住宅着工が前年同月比の4.2％増、10ヶ月連続の増加

となる中、貸家着工戸数は前年同月比3.3％増、10ヶ月連続の増加となりました。（国土交通省総合政策局建設経済

統計調査室発表：建築着工統計調査報告　令和３年12月分）

このような事業環境のもと、訪問実績等の営業アクティビティの強化に努め、新規加盟店の獲得、稼働や既存先

の再稼働等営業の強化、拡大や新たな取引先との協働等に取り組んでまいりました。債権管理面では、引き続きカ

ウンセリング機能の強化や弁護士等外部委託者との連携強化による法的回収体制の効率化に努めてまいりました。

IT化につきましては、組織体制を強化するとともに、電子申込サービス提供企業と連携を進め、各種WEBサービスの

拡大を図る等、DXの推進に取り組んでまいりました。

 

この結果、当第３四半期会計期間の財政状態及び経営成績は、以下のとおりとなりました。

 
(a)財政状態

当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ1,014,372千円増加の7,285,905千円となりました。

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ2,222,017千円増加の5,552,297千円となりました。

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ1,207,654千円減少の1,733,608千円となりまし

た。

 
(b)経営成績

当第３四半期累計期間の経営成績は、営業収益3,068,292千円（前年同期比10.7％増）と、増収となりました。ま

た、利益につきましては、営業利益475,410千円（前年同期比0.7％減）、経常利益572,469千円（前年同期比0.1％

増）、税引前四半期純利益570,229千円（前年同期比0.3％減）、四半期純利益384,111千円（前年同期比0.8％減）

となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期累計期間の営業収益、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益はそれぞれ

87,906千円増加しております。詳細については、「注記事項（会計方針の変更等）」をご参照ください。

 
当社の事業セグメントは、家賃債務保証事業の単一セグメントでありますので、セグメント別の記載を省略して

おります。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりであります。

 ① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。

 

　② 当第３四半期会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(a)財政状態の分析

 （資産）

　当第３四半期会計期間末における資産につきましては、前事業年度末に比べ1,014,372千円増加の7,285,905千円

（前事業年度末比16.2％増）となりました。増加の主な要因は、自社保証の拡大等により収納代行立替金が677,883

千円増加したこと等によるもののほか、繰延税金資産が616,542千円増加したこと、季節的変動等により営業未収入

金が270,150千円減少したこと等によるものであります。

 

 （負債）

　負債につきましては、前事業年度末に比べ2,222,017千円増加の5,552,297千円（前事業年度末比66.7％増）とな

りました。増加の主な要因は、収納代行預り金が470,610千円増加したこと及び契約負債が2,322,591千円発生した

ことのほか、営業未払金が142,887千円減少したこと及び未払法人税等が175,280千円減少したこと、前受収益が

210,093千円減少したこと等によるものであります。

 

 （純資産）

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ1,207,645千円減少の1,733,608千円（前事業年度末比41.1％減）と

なりました。減少の主な要因は、「収益認識に関する会計基準」（2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期

首から適用したことにより、期首時点で利益剰余金が1,537,864千円減少したこと等によるものであります。

 
(b)経営成績の分析

（営業収益）

当第３四半期累計期間における営業収益は、「収益認識に関する会計基準」（2020年３月31日）等を第１四半期

会計期間の期首から適用したことにより営業収益が前年同期と比して87,906千円増加し、また、保証債務残高及び

新規保証実行件数が伸びたことにより、3,068,292千円（前年同期比10.7％増）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」による影響の詳細は、「注記事項（会計方針の変更等）」をご参照くださ

い。

 
（営業利益）

当第３四半期累計期間における営業費用は、2,592,881千円（前年同期比13.1％増）となりました。貸倒引当金繰

入額が58,184千円増加（前年同期比20.8％増）したこと及び給与手当が42,317千円増加（前年同期比14.8％増）し

たこと等によります。その結果、営業利益は475,410千円（前年同期比0.7％減）となりました。

 
（経常利益）

当第３四半期累計期間における営業外収益は、受取遅延損害金が13,092千円増加（前年同期比25.6％増）したこ

と及び償却債権取立益17,546千円が増加（前年同期比97.8％増）したこと等により、合計で124,563千円（前年同期

比24.2％増）となりました。営業外費用は、支払利息が1,312千円増加（前年同期比17.9％増）したことの他、市場

変更費用18,836千円の発生等により、合計で27,504千円（前年同期比274.8％増）となりました。その結果、経常利

益は572,469千円(前年同期比0.1％増)となりました。
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（税引前四半期純利益）

当第３四半期累計期間における特別損失は、当期に固定資産除却損が発生したことにより、2,239千円となりまし

た。その結果、当第３四半期累計期間における税引前四半期純利益は570,229千円(前年同期比0.3％減)となりまし

た。

 
（四半期純利益）

当第３四半期累計期間においては、法人税、住民税及び事業税123,959千円(前年同期比17.2％減）を計上し、法

人税等調整額62,158千円（前年同期比77.8％増）を計上した結果、四半期純利益は384,111千円(前年同期比0.8％

減)となりました。

 
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はあ

りません。

 
(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
(5) 主要な設備

①　新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第３四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、

次のとおりであります。

ａ 新設

大阪支店及び債権管理部の22階増床工事。

 
ｂ 改修

カスタマーセンターの26階改修工事。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 63,288,000

計 63,288,000
 

　

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,976,600 17,976,600
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であります。

計 17,976,600 17,976,600 ― ―
 

注)　提出日現在発行数には、2022年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は、含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年10月１日～
2021年12月31日

― 17,976,600 ― 680,942 ― 435,942
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」及び「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認でき

ないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

 
① 【発行済株式】

   2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 100
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

179,741 ―
17,974,100

単元未満株式
普通株式

― ―
2,400

発行済株式総数 17,976,600 ― ―

総株主の議決権 ― 179,741 ―
 

注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式12株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
あんしん保証株式会社

東京都品川区東品川四丁目
12番４号

100 ― 100 0.0

計 ― 100 ― 100 0.0
 

 
２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

 

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役　
コンプライアンス部担当
 カスタマーセンター担当

代表取締役
コンプライアンス部担当

雨坂　甲 2021年10月１日

常務取締役
営業部担当

常務取締役
営業部担当

 カスタマーセンター担当
海原　範隆 2021年10月１日

取締役
管理部担当

 システム部担当

取締役
管理部担当

中西　光明 2021年10月１日
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年10月１日から2021年12月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、ひびき

監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          前事業年度
(2021年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   
 流動資産   

  現金及び預金 1,220,778 1,208,879

  営業未収入金 525,930 255,779

  求償債権 1,211,298 1,231,292

  収納代行立替金 3,307,582 3,985,466

  前払費用 31,968 26,651

  その他 15,200 18,105

  貸倒引当金 △528,710 △550,874

  流動資産合計 5,784,048 6,175,300

 固定資産   
  有形固定資産 23,288 51,433

  無形固定資産 243,894 199,652

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 161,407 777,949

   その他 58,895 81,569

   投資その他の資産合計 220,302 859,519

  固定資産合計 487,484 1,110,605

 資産合計 6,271,533 7,285,905

負債の部   
 流動負債   

  短期借入金 300,000 300,000

  営業未払金 266,214 123,327

  未払金 67,711 38,999

  未払費用 23,223 32,372

  未払法人税等 178,849 3,568

  収納代行預り金 2,076,093 2,546,704

  預り金 10,735 28,075

  契約負債 ― 2,322,591

  前受収益 210,093 ―

  賞与引当金 76,034 37,741

  保証履行引当金 ※1  79,314 ※1  81,036

  その他 29,006 32,481

  流動負債合計 3,317,276 5,546,897

 固定負債   
  その他 13,003 5,400

  固定負債合計 13,003 5,400

 負債合計 3,330,280 5,552,297

純資産の部   
 株主資本   

  資本金 680,942 680,942

  資本剰余金 435,942 435,942

  利益剰余金 1,817,681 609,999

  自己株式 △33 △33

  株主資本合計 2,934,533 1,726,851

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 83 119

  評価・換算差額等合計 83 119

 新株予約権 6,636 6,636

 純資産合計 2,941,253 1,733,608

負債純資産合計 6,271,533 7,285,905
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

営業収益 2,771,759 3,068,292

営業費用 2,292,795 2,592,881

営業利益 478,963 475,410

営業外収益   

 受取利息 6 7

 受取配当金 52 10

 受取遅延損害金 51,047 64,140

 償却債権取立益 17,937 35,484

 助成金収入 30,938 24,404

 その他 298 515

 営業外収益合計 100,279 124,563

営業外費用   

 支払利息 7,339 8,651

 市場変更費用 ― 18,836

 その他 ― 16

 営業外費用合計 7,339 27,504

経常利益 571,904 572,469

特別損失   

 固定資産除却損 ― 2,239

 特別損失合計 ― 2,239

税引前四半期純利益 571,904 570,229

法人税、住民税及び事業税 149,719 123,959

法人税等調整額 34,954 62,158

法人税等合計 184,673 186,117

四半期純利益 387,231 384,111
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、返金が不要な契約にお

ける取引開始日の顧客からの保証料入金について、従来は、主に契約時に一括して収益を認識する処理によっており

ましたが、財又はサービスが提供された時に収益を認識する方法に変更しております。なお、消費税等の会計処理を

税込方式から税抜方式に変更しておりますが、これによる影響は軽微であります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会計期間

の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第

86項に定める方法を適用し、第１四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の

額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定め

る方法を適用し、第１四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した

後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第３四半期累計期間の営業収益は87,906千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は

それぞれ87,906千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,537,864千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前会計年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収

益」及び固定負債の「その他」に含まれていた「長期前受収益」は、第１四半期会計期間より「契約負債」に含めて

表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について

新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から

生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会

計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

 
 

 

(追加情報)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

（新型コロナウイルスの影響）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルスの感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見

積り」に記載した新型コロナウイルス感染症に関する仮定について重要な変更はありません。

 
（表示方法の変更）

前事業年度末において「固定資産」の「その他」に含めていた「繰延税金資産」は、金額的重要性が増したため、

第１四半期会計期間より独立掲記することといたしました。

この結果、前事業年度末の貸借対照表において、「固定資産」の「その他」に表示していた220,302千円は、「繰

延税金資産」161,407千円、「その他」58,895千円として組み替えております。
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(四半期貸借対照表関係)

偶発債務

※1　保証債務残高は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

債務保証額(月額)　（注）1 14,637,040千円 15,161,605千円

再保証額　　　　　（注）2 568,280千円 543,669千円

保証履行引当金 △79,314千円 △81,036千円

差引額 15,126,006千円 15,624,238千円
 

　　（注）1 賃借人の支払家賃等に対し債務保証を行っております。

　　　　　　2 ライフカード株式会社による債務保証（賃借人の一定期間の未収家賃に対するもの）について再保証を

行っております。

 

(四半期損益計算書関係)

　営業収益の季節的変動

前第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

当社では、入居者（賃借人）に対する家賃債務の保証による初回保証料及び更新保証料が第４四半期会計期間に集

中するため、第４四半期会計期間の営業収益が他の四半期会計期間の営業収益と比較して多くなる傾向があります。

このため、事業年度の営業収益に占める第３四半期累計期間の営業収益は相対的に少なくなっております。

 
当第３四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 66,687千円 67,638千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総

額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月19日
定時株主総会

普通株式 35,952 2.00 2020年３月31日 2020年６月22日 利益剰余金
 

 

２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 
当第３四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総

額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月18日
定時株主総会

普通株式 53,929 3.00 2021年３月31日 2021年６月21日 利益剰余金
 

(注)１株当たり配当額には特別配当1.00円が含まれております。

 

２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

当社は、家賃債務の保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第３四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

当社は、家賃債務の保証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

　　(収益認識関係)

　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

 
　　当第３四半期累計期間（自2021年４月１日　至　2021年12月31日）

 (単位：千円)

 営業収益

初回保証料 1,325,541

更新保証料 806,096

月額保証料 913,919

その他 22,734

顧客との契約から生じる収益 3,068,292

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 3,068,292
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 21円54銭 21円37銭

(算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 387,231 384,111

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 387,231 384,111

 普通株式の期中平均株式数(株) 17,976,488 17,976,488

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から

適用しており、当第３四半期累計期間に係る１株当たり情報については、当該会計基準を適用した後の数値等

となっております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年２月９日

あんしん保証株式会社

取締役会 御中

　ひ　び　き　監　査　法　人
 

　東京事務所

代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 岡田　博憲  
 

　

業務執行社員  公認会計士 黒﨑　浩利  
 

 
監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているあんしん保証株

式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第20期事業年度の第３四半期会計期間（2021年10月１日から2021年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、あんしん保証株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ

なかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め
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られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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